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　陶器製の干支に往復切符がセットになったお得な
切符です。
購入方法 信楽駅・信楽高原鐵道

ＨＰ内Webショップ
問 申 信楽高原鐵道㈱　総務課　☎ 82-3391

12 119 23木 木 6

12月の延長窓口
（毎週火曜日19時まで）

3日、10日、
17日、24日です。

毎週火曜日は、市役所市民課で
戸籍・住民票・税証明などの証
明書発行、印鑑登録を19時まで
行っています。
※マイナンバーカードに関する手続

きおよび住民異動（転入・転居・転
出等）はお取り扱いできませんの
でご了承ください。

市民課 
☎ 69-2138 Fax 65-6338

問

マイナンバーカードで各種証明
書がコンビニ及びオンラインで
取得できます。

（詳しくは下記QRコードへ）

納期限は
１月６日（月）です

◦固定資産税（３期）
◦国民健康保険税（７期）
◦利用者負担額（保育料、幼稚

園・保育園給食費）　
◦介護保険料（７期）
◦後期高齢者医療保険料
◦水道料金

納付には、便利な「口座振替」
をご利用ください。

今月の納税

▲コンビニ交付 ▲オンライン交付

事例①
　SNSに出てきた広告をタップして出てきたサイトで有名メーカーの下着を注文
し、料金を代引きで支払った。届いた商品は粗悪品だった。返品したい。
事例②
　ネットで車の部品を検索して出てきたサイトが安価だったので、注文した。料
金を口座に振り込んだが、商品が届かない。後日、事業者から「在庫がないので、
○○ペイで返金する」とメールが届いた。○○ペイを利用していなかったので、
事業者の指示通りに手続きしたら、返金どころか１０万円を送金していた。

【こんなことに気をつけて】
　近年、通販の利用者が増えましたが、通販で偽物が届いた、また、商品が届
かなかったという相談が寄せられています。
　注文する前に返品方法や返品の条件を確認しましょう。通販にはクーリング・
オフはありません。広告と違ったというトラブルも多く、証拠として広告の写真
を残しておきましょう。事例②のように○○ペイで返金すると言われたら、詐欺
を疑ってください。怪しい事業者の場合は注文をやめておきましょう。

怪しいサイトの見分け方

消費生活のご相談は
甲賀市消費生活センター　☎ ６９-２１４７ 　局番なしの１

い
８
や
８
や
　Fax ６３-４５８２

怪しい通販サイトに注意

消費者トラブルにご用心！

　令和７年度の家屋に対する固定資産税は、令和７年 
１月１日に存在する家屋が課税対象となります。令和６年中に
家屋を取り壊された場合には提出期限までに「家屋滅失申請
書」を提出してください。申請書は市ＨＰに掲載しています。
　登記済みの建物を法務局で滅失登記された場合は、
家屋滅失申請書の提出は不要です。令和７年１月１日以
降に、令和６年中の家屋滅失に関する手続きをされる場
合はお問合せください。
提出期限 １２月２７日（金）
提出先 税務課、各地域市民センター
問 税務課　資産税係

☎６９‐２１２９　Fax ６３‐４５７４

家屋を取り壊した時は
「家屋滅失申請書」の提出をお知らせ

令和７年度　入札参加資格審査申請受付
お知らせ

　市が発注する役務提供および物品供給等の入札参加
資格審査申請の受付を行います。提出書類の詳細は、
提出要項（市ＨＰに掲載、または契約検査課および各地
域市民センターで配布）をご覧ください。
物品役務について

※ 令和６年度（令和６・７年度）に登録されている方は、
申請の必要はありませんが、希望業種を変更または
追加する場合は、再度申請が必要です。

業種 物品役務等
受付締切日

（郵送・宅配便又は持参）令和７年１月１０日（金）１７時まで

提出場所 甲賀市役所　３階　契約検査課

有効期間 １年間（中間年）
令和７年４月１日～令和８年３月３１日

※ 建設工事、測量・建設コンサルタント等の申請は、令
和4年4月1日から受付および審査の一部を滋賀県と
共同化しています。これに伴い申請方法が変更されま
したのでご注意ください。詳細は滋賀県ＨＰの「滋賀
県市町入札参加資格審査申請ポータルサイト」を
ご覧ください。

問 契約検査課
☎６９-２１２７　Fax ６３-４６２７

年末の防火対策を確実に！
お知らせ

　本格的に冷え込むこの季節は、空気の乾燥とともに石油
ストーブや電気ストーブなどの暖房器具を使用する機会が
増え、また、暖房器具を使い慣れてきた頃に年末の慌ただし
さが重なり、火気に対する注意力が低下することで火災が
起こりやすくなります。火災を起こさないために、財産や命
を守るために、「住宅防火いのちを守る10のポイント」と
して、次の習慣・対策を行いましょう！
住宅防火　いのちを守る　10のポイント

【４つの習慣】
１．寝たばこは絶対にしない、させない。
２．ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
３．こんろを使うときは火のそばを離れない。
４．コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
【６つの対策】
１． 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全

装置の付いた機器を使用する。
２． 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期

的に点検し、10年を目安に交換する。※

３． 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、
衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

４． 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、
使い方を確認しておく。

５． お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法
を常に確保し、備えておく。

６． 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域
ぐるみの防火対策を行う。

※ 住宅用火災警報器については、ＨＰをご確認ください。
問 甲賀広域行政組合消防本部予防課

☎ 63-7932　Fax 63-7940
HP▶

HP▶

市HP▶

市HP▶

・極端に安価（90%引き等）。
・市場で希少な商品ではないか。
・ 事業者の名称、住所、電話番号が明確

ではない。

・URLに違和感がないか。
・日本語に違和感がないか。
・ 支払い方法が限定され、銀行口座の

振込先が個人名義。

診療日 12月1・8・15・22日（日曜）
診療時間 受付８時４５分～１５時３０分

◇午前診療　９時～１２時３０分　◇午後診療　１３時３０分～１６時
診療科目 内科
運営 医療法人メディカル甲賀（医療法人今村医院から名称変更）
問 みなくち診療所（診療時間内のみ）　☎６２‐３３４６　Fax ６３‐１７２８

医療政策室　☎６９‐２１７１　Fax ６３‐４０８５

みなくち診療所で休日に診療を行っています
お知らせ

AIイベント情報
甲賀市内のイベントは
こちらからチェックしてね！

年末特別警戒
時 １２月２９日（日）・３０日（月）２１時～２４時
　（出発式：２９日１９時３０分～甲賀広域行政組合消防本部駐車場）
令和７年甲賀市消防出初式
時 １月１２日（日）８時２０分～　場 あいこうか市民ホール
問 危機管理課　防災危機管理係

☎ ６９‐２１０３　Fax ６３‐４６１９

甲賀市消防団年末特別警戒と出初式
お知らせ

毎年恒例
信楽高原鐵道　干支切符販売お知らせ
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